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定定期期巡巡回回ササーービビスス玉玉北北  料料金金表表  

 【令和元年１０月改定】 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 基本料金 （連携型事業所） 

要介護区分 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

基本単位（１月につき） ５,６80 単位 １０,１３８単位 １６,８３３単位 ２１,２９３単位 ２５,７５２単位 

連携型事業所 訪問看護料金 

要介護区分 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

基本単位（１月につき） 2,9４５単位 3,7４５単位 

各種 加算料金 

初回加算 ３０単位（１日につき） 利用開始日以降３０日間に限り算定 

総合マネジメント体制強化加算 １,０００単位（１月につき） 
サービスの質を継続的に 

管理した場合に限り算定 

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ ６４０単位（１月につき） 介護福祉士の割合が４０％以上など 

介護職員処遇改善加算Ⅰ 所定単位数×13.7％ 職員の賃金改善に取り組む事業所加算 

介護職員特定処遇改善加算Ⅰ 所定単位数×6.3％ 〃 

 

通所系サービスを利用した場合の減算  ▲：マイナスを示す 

要介護区分 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

基本単位（１日につき） ▲６２単位 ▲１１１単位 ▲１８４単位 ▲２３３単位 ▲２８１単位 

※通所介護等をご利用した場合には、その利用日数分だけ減額になります。 

短期入所系サービスを利用した場合の日割り計算（定期巡回利用日） 

要介護区分 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

基本単位（１日につき） １８７単位 ３３３単位 ５５４単位 ７００単位 ８４７単位 

※短期入所等をご利用した場合の退所日は、定期巡回の利用日として算定されます。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

「定期巡回サービス」（連携型）は、一日複数回の「短時間の定期巡回訪問」

と、ご利用者様からの通報（電話連絡）により応対・訪問を行う 

「随時訪問・随時対応」とを組み合わせたサービスです。 

他のサービスと併用利用（訪問看護等）することで、 

医療的ケアが必要になっても、できるかぎり長く 

今お住まいのお家での暮らしをお守りできます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定期巡回サービスは、他の介護・福祉サービス（訪問看護、福祉有償運送サービス等）と

併用利用することで、“安全・安心・安気”に、自
●

分
●

ら
●

し
●

い
●

在宅生活を維持・継続できる

可能性を大きく拡げることができます！ ご利用内容については、お気軽にご相談下さい。 

 

御津町社会

福祉協議会 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本情報 
●女性 ●独居 ●子はなく、別居している高齢の弟が主介護者 

●肝性脳症により服薬の管理がしっかり行えないとアンモニアの数値が上がってしまい、

認知症のような症状や黄疸が見られる 

ほぼ自立、一人で外出などもできるが、ふらつきが見られ、転倒することも時折見られる ADL 

ヘルパーによる服薬の介助、確認を行い、週 1 度、ナースが訪問し、体調の確認と、転倒で裂傷や剥離、

擦過傷があった時には処置を行っている。他の日は、ヘルパーが引き継ぎを受け、その後は処置などを行っ

ている。ケアマネジャーは、毎日、ヘルパーやナースが訪問し、何かあっても、継続的にケアが行われるの

で、安心していられると話している。 

基本情報 
●女性 ●老々世帯 ●子が積極的に介護しているが、別居しており皆遠方に住んでいる 

●認知症の症状なし 

つかまるところがあれば自立歩行ができ、排泄などは自立している ADL 

難病のため、服薬が重要。夫と二人暮らし。認知症ではないが、年相応の物忘れがあり、妻自身の服薬

管理は困難。巡回にて訪問し、服薬の管理、足にむくみ（浮腫）があるため、弾性ストッキングの着脱な

ど行っている。 

受診は月に 1 度、市内の基幹病院を受診。その間に 2 週に 1 度ナースが訪問し、体調確認を行っている。

家族からは遠方に居住しているため、ホームヘルパー（以下、ヘルパー）とナースの訪問があるので安心

感がある。毎日、ヘルパーが訪問しているので、変化を気づいてもらうことができ、ナースにすぐに連絡

が行くことはとてもありがたいと話している。 

ポータブルトイレ処理のために、ヘルパーが訪問しているが、妻の不安解消のための訪問の意味もある。

現在の本人の状態としては、毎日のヘルパーの訪問と、週に 1 度のナースの訪問で、介護と医療両面の支

援を行い、二人が不安なく生活できるようにしている。 

妻からは毎日そのように訪問してもらえるので、安心して生活ができているとの話。 

基本情報 
●男性 ●老々世帯 

●妻がキーパーソンだが高齢で心配性、何かあるとパニックになってしまう 

つかまりながら歩行は可能だが、腰痛により急に歩けなくなってしまうことがある ADL 

ヘルパーが、毎日、オムツ交換、水分補給などで訪問。褥瘡部もナースからの指示で、毎日、ヘルパーが

処置を行っていた。週 1 度のナース訪問で全身状況の確認と、褥瘡部の確認、特別な変化や処置内容に変

更があった場合には、担当医師と連携を取りつつ、その都度、適切に対応している。末期がんではあるが、

抗がん治療などは行っていなかった。定期巡回による毎日のヘルパー訪問と、週 1 度のナースの全身状態

確認を継続しながら、在宅での看取りを行った。 

基本情報 
●女性 ●長女と認知症の夫と同居 

●キーパーソンは長女だが、日中就労しており昼間の介護は困難 

本人は寝たきりでオムツ対応、仙骨部に褥瘡（床ずれ）が見られる 

末期がんで余命を告知されている 
ADL 

【注釈】「ADL」（＝日常生活動作）とは  < 障害の程度を測る重要な指標 > 
★ 食事､排泄､着脱衣､入浴､移動､寝起き等の日常生活を送るために必要な基本動作のこと。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


